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再犯防止に関する主な事業

（１）地域における再犯防止推進事業

〇犯罪を犯した者等に対する相談窓口の設置（委託：2,000千円）

刑事司法手続きを離れた犯罪を犯した者等に対して、地域での継続的な相談支援を実施

〇「富山県再犯防止施策推進協議会」の開催（600千円）

国、県、市町村、関係団体の参加のもと、富山県再犯防止施策推進協議会を開催し、

富山県再犯防止推進計画（R2.3策定）の見直しに係る協議や情報共有を図る。

〇ネットワーク構築のための研修会の開催（委託：300千円）

市町村職員、社会福祉協議会職員、保護司、司法・労働関係機関職員等を対象とし、

国からの情報提供や先進事例の紹介、各機関における課題の共有を図る。



再犯防止に関する主な事業

（２）富山県地域生活定着支援センター運営事業（委託：27,900千円）

高齢であり、又は障害を有するため、福祉的な支援を必要とする矯正施設退所予定者および刑

事司法手続きの入口段階にある被疑者・被告人を福祉サービス等につなげるための地域生活定

着支援センターの運営を委託するもの（済生会富山病院へ委託）

（３）富山県保護事業協会運営費補助（1,215千円）

寄付金や会費を募って、犯罪・非行防止のための資料作成や更生保護関係団体への資金助成等

を行っている更生保護法人 富山県更生保護事業協会の運営費に対し助成する。

（４）富山県ＢＢＳ連盟活動費補助（90千円）

子どもと親とのふれあいを推進するための「親子ふれあいフェスタ」や、犯罪や非行のない明

るい社会の実現のための広報活動などの活動費に対し補助する。



刑期を終えて出所した人などの社会復帰を支援する「富山県 Re-Start 更生保護相談室」を開所し、
犯罪をした者等やその家族、支援者などからの相談に対応し、必要に応じ面接面談や同行支援を実施
して適切な支援につなぎます。（令和５年６月1日から実施）

犯罪を犯した者等に対する相談窓口の設置

委託先

アウルリングス株式会社

相談窓口

〇 県内２か所で相談窓口を開所

〇 スタッフの配置
富山、高岡の窓口にスタッフを各１名配置

（スタッフは、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士のいずれかの資格有）

〇 相談方法
電話、メール、来所による相談に対応（相談無料）

※電話相談については24時間対応可



チラシ

• チラシ



相談実績
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支援実施回数 相談件数合計：238件



支援事例

例１）就労の確保

刑務所出所後の１年経過後でも就職が決まらず、支援者もいない相談者に対して、本人の情報

を丁寧に聞き取り、協力雇用主を紹介するとともに、面接日の調整や面接時に同行し、本人の

代弁を行うなどの支援により、就労に結びつけた。

例２）住居の確保

県内の更生保護施設から退所予定の相談者に対して、生活保護申請のため市町村窓口へ同行し

た結果、生活保護受給に至り、相談者が同施設退所後、県内の救護施設への入所手続きの支援

を行い、本人の希望通り入所できた。

例３）保健医療・福祉サービスの利用促進

薬物使用者からの相談に対して、本人や家族の意思を尊重しながら、薬物依存症プログラムの

利用につなげるとともに、支援機能を有するホームへの入居支援により、薬物依存症からの回

復に向けた支援を行った。
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